カスタマーハラスメント防止に関する取り組みマニュアル
1．目的
本マニュアルは、ご利用者様およびご家族等からの不当な要求や言動（以下、カスタマーハラスメント）から
職員の心身の安全と尊厳を守り、安心して働ける職場環境を整えることを目的とします。
あわせて、適切な対応を行うことで、サービスの質を維持・向上させることを目指します。

2．基本的な考え方
· ご利用者様・ご家族の意見や苦情には、誠実に対応します
· しかし、職員の尊厳や安全を脅かす行為は許容しません
· 組織として対応し、職員個人に負担を集中させません

3．カスタマーハラスメントの定義
カスタマーハラスメントとは、
ご利用者様やご家族等による、社会通念を超えた言動や要求により、職員の就業環境が害される行為を指します。

4．該当する行為の例（介護現場特化）
（1）暴言・威圧的言動
· 大声で怒鳴る、人格を否定する発言
· 「辞めさせる」「訴える」などの威嚇的発言
· 職員を名指しで執拗に非難する行為
（2）過剰・不当な要求
· 制度や契約を超えたサービス要求
· 他の利用者様より特別扱いを求める行為
· 対応不可能な即時対応の強要
（3）継続的・執拗な行為
· 同じ内容の苦情を繰り返す
· 電話や面談を長時間拘束する
· 謝罪を過度に要求する行為
（4）ハラスメント行為
· 性的な発言や接触
· プライベートへの過度な干渉



5．職員の基本対応姿勢

· 冷静・丁寧な対応を心がける
· 感情的に反論しない
· 一人で抱え込まない・一人で対応しない
· 危険を感じた場合は、対応を中断してよい
· 無理な要求には応じない・必ず記録と報告を行う

6．対応フロー（重要）
① 初期対応
· 事実を確認し、落ち着いて対応
· 不当な要求には、できない理由を簡潔に説明
② 上司・管理者への報告
· 速やかに管理者へ共有
· 記録を残す（日時・内容・対応）
③ 組織対応への切り替え
· 個人対応から、事業所としての対応へ
· 必要に応じて複数名で対応
④ 継続・重大な場合
· 文書での注意・説明
· サービス提供方法の見直し
· 必要に応じて、行政・関係機関へ相談

7．職員への配慮・支援
· 精神的負担への配慮
· 必要に応じて面談を実施
· ハラスメントを理由とした不利益な扱いは行わない

8．研修・周知
· 年1回以上、職員研修を実施
· 新規職員へ入職時に説明
· 本マニュアルの内容を職員に周知する

9．記録と見直し
· 発生時は記録を残す
· 委員会等で事例を共有し、再発防止策を検討
· マニュアルは必要に応じて見直す
· 10．附則
· 本マニュアルは、全職員に周知し、
カスタマーハラスメント防止に向けた組織的な取り組みとして運用します。

